
令和２年度 経済産業省中小企業庁委託事業 

えせ同和行為をはじめとする 
不当要求行為対策セミナー 

甲府会場 
 えせ同和行為とは、あたかも「同和問題の解決」に努力しているように装っ
て、寄附を募ったり、高額な書籍を強引に売りつけたり、工事の下請発注を強
要するなど、企業等に不当な利益や義務のないことを要求する行為です。 

 同和問題の無理解につけいる「えせ同和行為」は、これまで多くの人々が差
別解消のために行ってきた活動の努力を踏みにじる行為であり、同和問題の
解決を阻害するものです。 

 このセミナーでは、企業等の担当者に対して、同和問題に関する基本的な
考え方や、反社会的勢力によるえせ同和行為等の被害の実例や具体的対
応策について講演を行います。 

開催日時 
令和３年 

１月２２ 日（金） 
１３：３０～１６：３０（予定） 

 開場／１２：３０～ 

場所 

ジットプラザ・Ａホール   
甲府市高畑２－１９－２ 

※新型コロナの影響でオンライン開催になる可能性があります。 

  その際は申し込みをされた方に御案内いたします。 
 

［内容］※諸事情により変更になる場合があります 
◎啓発ビデオ上映（５分程度） 
 上映作品：「企業と人権 職場からつくる人権尊重社会 『えせ同和行為』」 

  （企画：法務省人権擁護局、公益財団法人人権教育啓発推進センター） 

◎講演１（９０分） 
 「同和問題に関する企業の基本姿勢、えせ同和行為」に関する講演 
  講師：臼井敏男（元朝日新聞論説委員） 

◎講演２（６０分程度） 
 「反社会的勢力による不当要求行為の対応策」に関する講演 

  講師：堀内進（（公財）山梨県暴力追放運動推進センター専務理事） 

 
募集人数 

４０名 
（先着順・要事前申込） 

 

中小企業庁 

関東経済産業局 

(公財)人権教育啓発推進センター 

法務省 

(独)中小企業基盤整備機構関東本部 

山梨県 

甲府市 

山梨県商工会連合会 

甲府商工会議所 

山梨県中小企業団体中央会 

（公財）やまなし産業支援機構 

参加申込 
裏面のFAX申込用紙を使用する

か、下記ＱＲコードからお申し込み

ください。 

公益財団法人人権教育啓発推進センター 

「えせ同和行為対策セミナー」 

事務局 

〒105-0012 東京都港区芝大門２-

10-12 KDX芝大門ビル４Ｆ 

TEL：03-5777-1802（代表） 

FAX：03-5777-1803 

メール：ese2020@jinken.or.jp 

 

 



FAX 03-5777-1803 

■お問い合わせ■  公益財団法人人権教育啓発推進センター「えせ同和行為対策セミナー」事務局 

FAXでのお申込の場合、以下の記入欄に必要事項を御記入の上、事務局まで送信

してください。 

えせ同和行為をはじめとする 

不当要求行為対策セミナー 

令和３年 

TEL03-5777-1802（代表）／ FAX03-5777-1803 

〒105-0012 東京都港区芝大門2-10-12 ＫＤＸ芝大門ビル４Ｆ 

１月 ２２日（金）開催 

[ 事前申込締切日 ]  令和３年 １月 ２１日（木）1５:00 まで  
                      

＊ 人権に関する図書やDVD等資料、そして無料会議室をお探しの方は、人権ライブラリーまでお問い合わせください ＊ 

TEL 03-5777-1919 ／ FAX 03-5777-1954 ／ ｳｪﾌﾞｻｲﾄ  http://www.jinken-library.jp 

※参加申込時にご記入いただいた個人情報につきましては、本事業及び当センターからの情報提供（希望されない方は除く）以外の目的には使用いたしません。 

甲府会場 

   @Jinken_Center ／    人権チャンネル  https://www.youtube.com/jinkenchannel 

Ｅメール ese2020@jinken.or.jp ／ ｳｪﾌﾞｻｲﾄ http://www.jinken.or.jp 

●整理券について： 

 参加申し込み受付後、約2週間以内に、参加整理券をFAX又は 

 Eメールでお送りします。講座当日は、整理券をお持ちの上、 

 受付にて御提出ください。 
  

※ 空席がある場合のみ、当日の参加も可能です。 

ネットから
の申込も可 

☜ 

団体（法人名等） 

部署名（部・課等） 
 

お申込者氏名 

 （フリガナ） 

 

 

ご連絡先 

 ＴＥＬ  ＦＡＸ 

 Ｅメール   

住 所 

（所在地） 

 〒      － 

 

 

□   情報提供は不要 人権センターからの情報提供が不要な方のみ、左の□をチェックしてください。 


